
町⺠体育館新料⾦表（令和５年４⽉１⽇以降利⽤分から）
　１　貸切使⽤料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位︓円）

電気料 冷暖房料

町内の利⽤者 町外の利⽤者

全⾯使⽤
１時間当

全⾯使⽤
１時間当

競技場 ⼊場料
なし 660 990

⼊場料
あり 1,980 2,970

⼊場料
なし 1,320 1,980

⼊場料
あり 3,960 5,940

販売若しくは興⾏⼜はこれに
類するものに使⽤する場合 13,200 13,200

トレーニングルーム 330 490 110 110

会議室 ⼤会議室 220 330 110 110

⼩会議室 110 160 50 50
備考
　１　競技場、トレーニングルームを半⾯使⽤のとき、使⽤料の２分の１の額とする。
　２　競技場、トレーニングルームの照明を２分の１点灯のとき、電気料の２分の１の額とする。
　３　使⽤料等の規定に基づいて算出した額に10円未満の端数が⽣じたときは、これを切り捨てる。

　２　個⼈使⽤料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位︓円）

午前・午後 夜間

９時〜17時 18時〜21時

中学⽣以下 50 100

⾼校⽣ 90 180

⼀般 100 200

備考
　１　南部町⺠の利⽤は無料とする。
　２　幼児の利⽤は無料とする。
　３　幼児の利⽤及び⼩中学⽣の夜間利⽤は保護者同伴に限る。
　４　⼊館時に規定の使⽤料を⽀払った者は、いずれの種⽬も利⽤できる。

競技場
トレーニングルーム

利⽤
種⽬ 区分

全⾯使⽤
１時間当

１基
１時間当

アマチュアスポーツ及び
教育的活動に使⽤する場合

上記以外に使⽤する場合

施設使⽤料

550 220

区分利⽤種⽬



町⺠体育館旧料⾦表（令和５年３⽉31⽇利⽤分まで）

円

4,710

9,420

15,700

18,280

156,990

2,790

7,510

1,350
1,560
110
110

4,710
5,500
1,230
1,010
2,350

（１時間当たり）

（電気料⾦1,000Ｗ　１時間当たり）

利⽤時間 ９〜12時 12〜17時 17〜21時 ９〜17時 12〜21時 ９〜21時利⽤区分

競技場

貸切りの
場合

⼊場料を徴収しない
場合

アマチュアスポーツ
円

900

⼊場料を
徴収する
場合

興⾏を⽬
的としない
場合

アマチュアスポーツ

円

4,380

16,930

興⾏を⽬的とする場合 39,250 52,700 65,030

⽂化的⾏事等 1,910 2,800 5,610 4,710 8,410

円

1,570

円

2,800

円

2,350

78,500 117,740

3,710 5,610 7,520 9,420 13,460

⽂化的⾏事等 5,610 7,520 9,420 13,010

2,120

⽂化的⾏事等 1,900 2,790 3,460 3,700 5,610
⼩、中、⾼校が利⽤
する場合

アマチュアスポーツ 1,000 1,120 1,350 1,900

790 900
⼤学・⼀般 550 550 550 1,000 1,000貸切り以

外の場合

団体
児童・⽣徒 450 450 550

個⼈
児童・⽣徒 50 50 50 80 80
⼤学・⼀般 70 70 70 110 110

3,200
トレーニング室（興⾏を⽬的とする場合のみ） 2,340 2,340 2,340 3,930 3,930

680

その他の場所 教育委員会が別に定める。

会議室
⼤ 450 450 450 790

名称 利⽤区分 使⽤料
⼊場料を徴収しない ⼊場料を徴収する

遊戯室（興⾏を⽬的とする場合のみ） 800 800 800 1,610 1,610

特別室

更⾐室（興⾏を⽬的とする場合のみ） 1,610 1,610 1,610 3,200

790
⼩ 340 340 340 680

スチーム暖房 １時間までごとに 実費を徴収する。
⻑机 １個 50 110

放送設備 ⼀式（１回） 円
1,070

円
2,130

種別 単位 附属設備 使⽤料
児童・⽣徒 ⼤学・⼀般

椅⼦ 10脚 110 210
衝⽴ １個 50 110

円
110

バレーボール 〃 ⽀柱ネット審判台 50 110

バスケットボール １コート バスケット台 円
50

30 90
得点板 １台 50 110

庭球 〃 〃 50 110
卓球 〃 〃 50 110

⼤会議室 コンセント（１個）

体育館使⽤料
１　施設使⽤料

※　町外は、興⾏を⽬的とする場合を除いて、倍額とする。
２　設備器具等使⽤料

名称 料⾦ 名称 料⾦
競技場⽔銀１灯（２個）

実費を徴収する。
⼩会議室

実費を徴収する。ステージ全照明 トレーニング室

柔道畳 10畳 50 110

ボール類 １個


